
柏崎市第二次人権教育・啓発推進計画（案）（構成） 

現計画（構成変更前） 第二次人権教育・啓発推進計画（構成変更後） 

第１章 策定に当たって 

 １ 策定の背景 

⑴ 国際的な人権の流れ 

⑵ 国内の動き 

 ２ 柏崎市の現状と課題 

⑴ これまでの取組 

⑵ 市民意識調査からみる市民の人権に関わる意識 

ア 調査の目的 

イ 意識調査の方法 

ウ 人権全般及び人権侵害の経験と対応についての調

査結果の要約 

⑶ 今後の課題 

第１章 策定に当たって 

 １ 策定の背景 

(1) 国際的な動き 

(2) 国、県の動き 

 ２ 柏崎市のこれまでの取組 

 

 

 

 （市民意識調査は、参考資料にまとめて掲載） 

第２章 基本的な考え方 

 １ 策定の趣旨と位置付け 

 ２ 目標 

 ３ 計画の期間 

第２章 基本的な考え方 

１ 策定の趣旨と位置付け 

 ⑴ 計画策定の趣旨 

 ⑵ 計画の位置付け 

 ２ 計画の目標 

 ３ 計画の期間 

 ４ 基本方針（新） 

⑴ あらゆる場を通じた人権教育及び啓発の推進 

⑵ 相談体制の充実 

 ５ 計画の体系（新） 

第３章 人権教育・啓発の推進 

 １ 各人権課題に対する取組 

⑴ 女性の人権 

⑵ 子どもの人権 

⑶ 高齢者の人権 

⑷ 障がい者の人権 

⑸ 同和問題 

⑹ 外国から来た人の人権 

⑺ 北朝鮮当局による拉致被害者等とその家族の人権 

⑻ 感染症患者等とその家族の人権 

⑼ 犯罪被害者とその家族の人権 

⑽ インターネットによる人権侵害 

⑾ 様々な人権課題 

ア 新潟水俣病被害者 

イ 生活困窮者 

ウ 性的志向と性自認に悩む人 

エ 職業差別 

オ 東日本大震災に起因する人権問題 

カ その他 

 ２ あらゆる場を通じた人権教育及び啓発の推進 

⑴ 家庭 

⑵ 学校等 

ア 差別解消に向けた授業実践 

イ 人権を尊重する集団・環境づくり 

ウ 計画的、継続的な研修 

⑶ 地域社会 

⑷ 市民活動団体等 

⑸ 企業・団体等 

 ３ 相談体制の充実 

第３章 各人権課題に対する取組 

 １ 女性の人権 

 ２ 子どもの人権 

 ３ 高齢者の人権 

 ４ 障がいのある人の人権 

 ５ 同和問題 

 ６ 外国から来た人の人権 

 ７ 北朝鮮当局による拉致被害者等とその家族の人権 

 ８ 感染症患者等とその家族の人権 

 ９ 犯罪被害者とその家族の人権 

 10 インターネット上の人権 

 11 性的少数者（ＬＧＢＴＱ等）の人権（新） 

 12 その他様々な分野における人権 

⑴ 新潟水俣病被害者 

⑵ 職業や雇用をめぐる差別 

⑶ 震災等の災害に起因する人権 

⑷ 刑を終えて社会に戻ってくる人の人権（新） 

⑸ その他 

 

 

第４章 総合的かつ効果的な推進 

 １ 庁内推進体制 

⑴ 市職員に対する人権教育・研修 

⑵ 計画の評価と見直し 

 ２ 関係機関等との連携 

第４章 計画の推進体制等 

 １ 庁内推進体制の整備 

⑴ 市職員に対する人権研修 

⑵ 計画の評価と見直し 

 ２ 関係機関等との連携 

＜参考資料＞ 

 ・用語の解説 

 ・柏崎市人権教育・啓発推進協議会設置要綱 

 ・柏崎市人権教育・啓発推進協議会委員名簿 

 ・柏崎市人権教育・啓発推進協議会協議経過 

 ・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

＜参考資料＞ 

 ・市民意識調査概要 

 ・柏崎市人権教育・啓発推進協議会設置要綱 

 ・柏崎市人権教育・啓発推進協議会委員名簿 

 ・柏崎市人権教育・啓発推進協議会協議経過 

 ・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

 ・用語の解説 

 

「４ 基本方針」には、現行の第３章「２ 
あらゆる場を通じた人権教育及び啓発の推
進」と「３ 相談体制の充実」を移動 

令和 5(2023)年 1月 30日 
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